
　希望校の変更期間終了後に、最終希望者数を確定します。通学区域外の学校を希望された方
に対し、抽選実施の有無について、郵送にて通知いたします。また、その内容については、区
役所のホームページで公表いたします。（通知・公表共に、12月上旬予定）

二次結果の公表9.

補欠登録者の繰り上げ・辞退受付
　補欠登録者の繰り上げは、抽選実施後、小学校は令和４年２月10日（木）まで、中学校は令和
４年２月18日（金）までとし、この日までの変動要因を反映して最終繰り上げを行います。
　繰り上げで当選された方へは、希望校へ就学することの意思確認を行ったうえで、「就学通知
書」を交付いたします。
　また、補欠登録を辞退し、指定校への入学を希望する方は、東成区役所　窓口サービス課（住
民情報）（１階16番窓口）へ補欠登録辞退届を提出してください。

12.

抽選結果の公表11.
　抽選対象者への抽選結果の通知は、12月下旬に郵送する「就学通知書」をもって、抽選結果の
通知とします。
　抽選の結果、補欠となった児童・生徒の保護者には、別途「補欠順位通知書」「補欠登録辞退届」
を送付します。補欠登録を辞退する場合は、速やかに「補欠登録辞退届」を提出してください。
　なお、抽選結果は抽選日以降に区役所に掲示するとともに、区役所のホームページで公表い
たします。

　私立・国立小中学校や特別支援学校への入学が決定した方、東成区から転出することが決まっ
た方は、速やかに東成区役所　窓口サービス課（住民情報）（電話：06-6977-9963）までご連絡
ください。
　なお、私立・国立小中学校への入学が決定した方は、学校から交付された「入学許可書」（原本）
と印鑑をご持参のうえ、東成区役所　窓口サービス課（住民情報）（１階16番窓口）にて指定学校
外就学の届出をお願いします。
　抽選で補欠登録となった方が繰り上げ当選を待たれています。また、小・中学校の学級編成
を正確かつ円滑・迅速に行うためにも、ご協力をお願いいたします。

区内の市立小・中学校へ入学されない方13.

一次結果の公表
　希望調査結果を全員に郵送にて通知いたします。また、各学校への希望状況を集計し区役所
のホームページにて公表いたします。（通知・公表共に、11月上旬予定）

7.

学校選択制の概要 学校選択制の概要

学校選択制希望調査票の提出6.
　同封されている「学校選択制希望調査票」については、下記の提出期限までに必ず提出してく

ださい。

　提出期限までに届かなかった場合及び提出されなかった場合は、お住まいの通学区域の

小・中学校への就学（指定校）となります。

【提出期限】 令和３年10月29日（金）

 令和３年10月29日（金）17時30分まで

【提 出 先】 〒537－8501　東成区大今里西２丁目８番４号

 東成区役所窓口サービス課（住民情報）（１階16番窓口）

　希望者数が学校の受入可能人数を超えた場合は、公開抽選により入学者を決定します。ただし、
通学区域内の児童・生徒は必ず就学できます。
　

抽選の実施10.

※第１希望者のみで受入可能人数を超えた場合は、第１希望者のみで抽選を行い、第２希望者
の受入はございません。
※第２希望まで抽選を行った結果当選とならなかった場合は、第１希望の学校で補欠として順
位を付けるため抽選を行います。入学予定者の転出、私立学校への入学等により、希望校の
受入可能な人数に空きが生じた場合には、補欠順位に従って繰り上げを行います。

希望校の変更期間8.
　希望調査の一次結果を踏まえ、下記のとおり、受付期間中、１回に限り学校選択制希望校を
変更することができます。この期間以降は変更できませんのでご注意ください。

【受付期間】  令和３年11月11日（木）から17日（水）まで

【受付時間】  ９時00分から17時30分まで

【受付場所】  東成区役所窓口サービス課（住民情報）（１階16番窓口）

※郵送や電話での受付はできません。また変更状況のお問い合わせには
お答えできませんのでご了承ください。

郵送

持参

必着
【小中一貫校の抽選日】  令和３年12月6日（月）

【東成区の抽選日時】  令和３年12月9日（木）午前10時～

【抽 　 選 　 会 　 場】  東成区役所　地下1階　B102・103会議室

　区における学校選択制の抽選に先立ち、小中一貫校の抽選を行い、その抽選結果を反映し、
区において抽選を実施します。（小中一貫校については、48ページをご覧ください）
　また、抽選は区役所職員が公正公平に行いますので、必ずしも本人・保護者が立ち会う必要
はありません。また、その場合でも不利になることはありません。
　なお、希望校に当選した場合は、指定校へ戻ることはできません。

※とりわけ国立・私立・特別支援学校を希望している場合でも、結果によって、「学校選択制」
を利用する際には、希望調査票の学校選択制希望欄に希望する学校名を記載する必要があり
ます。なお、記載がない場合につきましては、お住まいの通学区域の小・中学校が希望選択
校として指定されることになりますのでご留意ください。
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